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風水害等の「警報」発表における生徒の安全確保について 
 

  横浜市内に「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰予報」が

発表された場合、横浜市内の学校では、次のような措置がとられますので、テレビ、

ラジオ等により情報を正確に把握し、安全確保に努めてください。 

 

 

 １ 横浜市内（神奈川県全域、神奈川県東部、横浜・川崎 のいずれかに） 
 

特別警報、暴風警報、大雪警報、暴風雪警報、 
 
降灰予報 が 午前６時の段階で発表継続中の場合は、 

 

生徒の安全確保のため、当日は 臨時休校 となります。    

 

※ 気象警報等の種類を問わず、「特別警報」が発令された場合は、「暴風警 

報」「大雪警報」「暴風雪警報」が発令された場合と同様な措置とします。 

 

 ２ 「暴風警報」を伴わない、その他の「警報」（大雨警報、洪水警報 等）に 

  ついては、安全確保を最優先とし、状況をご家庭で判断されて登校させて 

  ください。 

※ 遅刻・欠席させる場合は、保護者の方が、学校に連絡してください。 

    （すぐーる連絡 および、 永田中学校℡ 045-715-5511） 

※ 当日、保護者から欠席連絡があった場合は、「出席停止・忌引等」に 

該当します。 
 

 ３ 登校後、「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」 

「降灰予報」が発令された場合は、学校で適切な措置をとります。      

 

 

★ 注意 ★ 『大雨警報』『大雨注意報』では臨時休校にはなりません。 
 

 

 

 

 

 

 


